
令和４年度政策評価（公共事業評価：事前評価）の審議経過等

３ 令和５年度第１回公共事業評価専門委員会《R5.5.19》

１ 令和４年度第５回公共事業評価専門委員会《R5.2.10》

◇全員評価地区ヒアリング・現地調査《R5.4.20》
〔ヒアリング〕

・道営土地改良事業費（農地整備事業（中山間地域型）） 御園北部（栗山町）

・道路改築事業費 （社会資本整備総合交付金） 札幌北広島環状線（江別市・札幌市）

・都市計画街路事業費（社会資本整備総合交付金） ３・４・３１１対雁中通（江別市）

〔現地調査〕

・道路改築事業費 （社会資本整備総合交付金） 札幌北広島環状線（江別市・札幌市）

・都市計画街路事業費（社会資本整備総合交付金） ３・４・３１１対雁中通（江別市）

◇委員担当地区ヒアリング《R5.4.14～4.28》
・R5.4.14 渡部委員長 （農地整備１地区、水利施設２地区、水産基盤１地区 計４地区）
・R5.4.17  千葉委員 （農地整備３地区、水利施設１地区、道路改築１地区 計５地区）
・R5.4.21 柏木委員 （水利施設４地区、草地整備１地区 計５地区）
・R5.4.25 厚井委員 （水利施設３地区、水産基盤１地区 計４地区）
・R5.4.26 有村委員 （農地整備３地区、道路改築１地区 計４地区）
・R5.4.26 中津川副委員長 （水利施設３地区、河川改修１地区 計４地区）
・R5.4.28 中前委員 （水利施設４地区、街路１地区 計５地区）

令和４年度 公共事業事前評価の概要

◇基本的な考え方
公共事業（大規模等）事前評価にあたっては、厳しい財政状況の中、重点的・効果的な予算配分を

図る観点から新規事業・地区の点検を行う目的で実施する。

◇評価対象
道が実施する公共事業（国庫補助事業等）の施工地区のうち、令和６年度の国費予算要望を

予定している事業費が10億円以上の地区等を対象

◇対象地区数
34地区（農政部26地区、水産林務部2地区、建設部6地区）

◇評価の時点
令和5年3月1日現在の事業計画に基づき評価を実施

◇評価の視点
(1) 事業の必要性 (2) 事業内容等の適切性 (3) 代替案の検討 (4) 緊急性・優先性
(5) 環境への影響・配慮 (6) 事業の妥当性 (7) 事業効果

評価対象３４地区（全員評価地区3地区と委員担当地区31地区）の決定

２ 委員ヒアリング《R5.4.14～4.28》

４ 令和５年度第２回政策評価委員会《R5.5.31》

◇令和４年度 公共事業（大規模等）事前評価の審議

資料１

◇令和４年度 公共事業（大規模等）事前評価結果の報告


